
 家畜保健衛生所使用料等条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成24年３月27日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第42号 

   家畜保健衛生所使用料等条例の一部を改正する条例 

 家畜保健衛生所使用料等条例（昭和31年岩手県条例第13号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （使用料等）  （使用料等） 

第２条 前条の規定による使用料等の額は、次のとおりとする。 第２条 前条の規定による使用料等の額は、次のとおりとする。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 検査等に係る手数料  (２) 検査等に係る手数料 

 区 分 手数料   区 分 手数料  

  ［略］    ［略］  

 

臨床検査 

１件（牛及び馬にあっては１頭、豚、

綿羊及びやぎにあっては３頭まで、鶏

、あひる、七面鳥及びうずらにあって

は10羽まで、みつばちにあっては８群

までをいう。）につき    1,200円

  

臨床検査 

１件（牛及び馬にあっては１頭、豚、

綿羊及びやぎにあっては３頭まで、鶏

、あひる、七面鳥及びうずらにあって

は10羽まで、蜜蜂にあっては８群まで

をいう。）につき      1,250円 

 

 

顕微鏡検査 

１件（牛及び馬にあっては１頭、豚、

綿羊及びやぎにあっては３頭まで、鶏

、あひる、七面鳥及びうずらにあって

は10羽までをいう。以下同じ。）につ

き             1,200円

  

顕微鏡検査 

１件（牛及び馬にあっては１頭、豚、

綿羊及びやぎにあっては３頭まで、鶏

、あひる、七面鳥及びうずらにあって

は10羽までをいう。以下同じ。）につ

き             1,400円 

 

  ［略］     ［略］   

 特殊理化学検査 １件につき         2,700円   特殊理化学検査 １件につき         2,100円  

  ［略］     ［略］   

 

 

 

 

 

 

 

病性鑑

定 

一般培養検査 １件につき         1,800円   

 

 

 

 

 

 

病性鑑

定 

一般培養検査 １件につき         2,150円  



 特殊培養検査 １件につき         2,000円    特殊培養検査 １件につき         2,800円  

  ［略］     ［略］   

 特殊血清反応検査 １件につき         2,200円   特殊血清反応検査 １件につき         2,250円  

 

 

総合病性診断 １件につき         4,400円   

 

総合病性診断 １件につき         4,550円  

 病性鑑定に係る死体の焼却 死体の重量１キログラムにつき 60円   病性鑑定に係る死体の焼却 死体の重量１キログラムにつき 70円  

 (３) ［略］  (３) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
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